




区民各位 

令和３年 9 月１１日  

北久原区⾧ 田代 肇  

 

静岡県では、9 月１２日まで新型コロナウイルスの感染拡大に伴

う緊急事態宣言となっていましたが、１９都道府県で緊急事態宣言

期間延⾧が決定しました。静岡県もその対象となっています。 

その為、北久原公民館及び多目的広場、集会所の利用の禁止期間

も下記の通り延⾧致します。 

 

 

  

尚、期間につきましては感染状況により変更される場合がありま

す。 

 

ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

以上 

 

※事務員は待機しております 

回 覧 


